
【槻密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内
集計表令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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（注） 1轍樋審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



【根密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内
大阪第一検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 6年第4表
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(注） 1職稀審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に．《》を付し、それぞれ内数として計上する.



【撰密性2】

(別紙様式第4）

・大阪地裁管内
大阪第二検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には．有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
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(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第三検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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職桶審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の骸当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
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(最刑一）
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【機密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第四検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(最刑一）職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
(注） １

２



【機密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内

堺検察審査会令和 6年 ，起訴相当事件等事後措置年報第4表
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職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
(注） 1
2

(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

大阪地裁管内
岸和田検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(最刑一）職権審査率件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当棚に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
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【樋密性2】

(別紙様式第4）

京都地裁管内
集計表令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 繊権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
１
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(最刑一）



【槌密性2】

(別紙様式第4）

京都地裁管内
京都第一検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1職禰群査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の骸当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上す-る。

、



【機密性2】

(別紙様式第4）

京都地裁管内
京都第二検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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’十
万
円
以

h I ロ

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

誰不 な の 円 円 円人
提 免る

掴
も
の

万
円

猶 な 末 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ⅱ ■ ■ ■ Ⅱ

受 受 計 起 貝計 決予 分 寸葛 他 計 除 計 等 計し 満 上 上 上 上 計 下 下 下 計下

I I I I U I I I O I ロ 1 1

起訴猶予

､ ■ ﾛ ﾛ ､ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ロ ■ ■ 『 ■ ■ ■ ﾛ

！ 2 3 2 2 2 I

嫌疑不十分
ﾛ ﾛ ロ 1 Ⅱ ．

嫌疑なし
， Ⅱ ロ

l Ⅱ ロ ﾛ

罪とならず
■ ■ 【 ■

｜ ’ I
その他

1 32 2
ワ
】

り
》 1

計

■■■■

※『不起斫維持」の「その他」の理由は、 「公訴を提起しない処分」である。
＋

①

備
考

｜ I ．
（注） 職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、－部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
１
２

(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

京都地裁管内
宮津検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理人 員処理区分 有 罪 人 員

新 合 合旧 公 合刑
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊ
〃
” 六 六 二 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

一

一

一

凸

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
、
も

五
十
万

小

済
I 1 1

訴 十
万

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

議不 な の 円 円 円
人

提 免円
以
下

猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

己 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等分 ず 他 計 計予 し 満 上 上 上 上 計 下 下 下 円の 計

起訴猶予

1 1 1 1 ｜ I I I I I I I I － 1 1 1
■ ■ ■ ■ ■ 『 ロ ﾛ ■ ■ ■ 1 m ■ ■ 1 ■

嫌疑不十分
ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

嫌疑なし

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ－ｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩｌｌｌｌ

I’ 、l ll lI

罪とならず

その他

0 』 ﾛ ロ I Ⅱ Ⅱ 1 H I D

■■

■

■

■

■

■

■

二

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

日

日

■

■

■

■

計
1 1 1 1 ロI

、 ロ ﾛ ﾛ Ⅱ 、 Ⅱ

●

備
考

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の咳当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計・上する。

(注） 1
2

(最刑一）



ー

【撮密性2】

(別紙様式第4） 、

京都地裁管内
舞鶴検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 霊 同す 総
受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新 合旧 公
今
ロ 刑

〈
ロ

不起訴維持 自 由 刑 罰 金 一る

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

Ｉ
ＪＪ

Ⅱ I

六 六 三 小 十

十
五
万
円
以
下

一
一 五 三

五
十
万

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
１
Ｊ
ノ
グ

ー

済

事
件
の
併
合

被
告
人
に
対

訴

十
万
円
以
下

の
疑 万 万 万と

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による

誰な不

円

の 円 ‘■■
ロ■ 円

人
提 免
猶 な 末 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

以
下受 受 計 起 計 貝 決 除 計子 分 制ェ 他 計 満 等 計し 上 上 上 上 計 下下 下 計

起訴猶予

嫌疑不十分

ロ ロ ロ ロ ﾛ ロ ﾛ ロ ロ ロ ロ

｜ ’ ｜ ’ l I I I l I I ’嫌疑なし

~

罪とならず
ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ロ ■ ■ ■ 『 ■ ﾛ

その仙
■■■■

計 リ

■ ■ ､ ■

＜f備
考

｜ ’

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
(注） １

２
(雄刑一）



【樋密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
集計表起訴相当事件等事後措置年報令和 6年第4表

起検 察 庁 識 判
ロ ロ －＝‐一 一ﾆーーーー 一

未 鉦

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

旧 新
今
回 公 合 合刑不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌嫌 罪 そ 小 六 六

一
一
一 小二 五 十

十
五
万
円
以
下

一
一
一

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
１
Ｊノ

済

訴

十
万
円
以
下

の疑 と 万 万 万
訴 疑 罪月 月 年 年 年

原
の
痙
謹 職不 な の 円 |苫 円人

提 免
猶 な 末 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員分 決予 ず 他 計し 満 上 上 上 上 計 除下 肝 等下 下 計計
◆

起訴猶予

31 4 2 2 2 2
嫌疑不十分

ﾛ ﾛ Ⅱ U Ⅱ I Ⅱ 、 ロ Ⅱ l ロ ﾛ ﾛ 、

Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ－ｌ
嫌疑なし

’
罪とならず

その他

1 3 ！ 2 2 2 2
副
ロI

1 1 1

I

備
考

(注） 1
2
職権審査事件であったものについては、 ‐(丁蕃符し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 口を付し、－部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として針上する。

幸

Ｐ

一

(簸刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
神戸第一検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 鰹 同す 総受理人員処理区分処理区分 処 理 人 員 有罪 人 員

新旧 合 公 合 刑
△
ロ不起訴維持 自 由 刑 罰 金 一る

、 ■ ■ ■ J ■ ■

訴
起 嫌 嫌 罪 そ １

０
Ｊノ 六 六

一
一
一二 小 五 十

十
五
万
円
以
下

一
一
一

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

１
０
Ｊノ

済

事
件
の
併
合

被
告
人
に
対

ロ 』 ﾛ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ■

訴 ﾛ ■ ■ ■ ﾛ Ⅱ ■

十
万
円
以
下

の疑 と 万 万 万
脈 疑 罪月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分
原不起訴処分
の理由による区分

識不 な の 円 円
｜
叩
画人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

ﾛ ■ l ■ ﾛ ﾛ ﾛ

受 受 計 起 計 員 決子 分 寸鷺し 他 計 満 上 上 上 上 計 除下 下 Ｉ鄙、 等下 計計

起訴猶予

3 3 I
Ｆ
ｌ
ｌ
Ｌ I 2

嫌疑不十分 由

嫌疑なし
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

′

罪とならず

その他

3 3
－

０

口

１

１ 1 1
ワ
】

計

｜

備
考

(注） 職権審垂泌件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の咳当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

＝弔
八
ワ
》

(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
神戸第二検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 ドリ裁

鉦

す
る
聯
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総未
受理人員 有罪 人 員処 理 人 員処理区分

新 合 合 合旧 公 刑
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
嫌 嫌 罪起 そ 小 六 六

一
一
一 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
・
る
も

五
十
万

小二 一

済

十
万
円
以
下

訴 の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 年 年 年月 月

原不起訴処分
の理由による区分

誰な不 円 円 円の
人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 計 員起 決 除 計 等 計矧遠 他 計 満 計千 分 上 上 上 上 計 下 下 下 円のし

起訴猶予

1 I I 1 I

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず

その仙

11 I I 1

計

備
考

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあつだ場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）(注） 1
2



【機密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
伊丹検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 栽 判

未 無 同す 総受理人員 処理 人 員 有罪 人 員
、

新旧 合 公 合 刑 合不起訴維持 自 由 刑 罰 金 一る

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

ｉ
ｊＪ 六

一
ハ 二 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小
済

事
件
の
併
合

被
告
人
に
対

訴
十
万

の疑 と
一

万 万 万
訴 疑 罪月 月 年 年 年

識

円’
不 な の 円 円 円人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

以
下受 受 計 起 計 貝 決予 分 ず 他し 計 満 ~上 上 上 上 計 除下 下 計 舗下 計計

起翫猶予

． ’ l l l l l l

嫌疑不十分

’
嫌疑なし

罪とならず
ﾛ ロ D 』 ロ ロ ロ ﾛ

その他
0

■

計 l I I I I I

＝一 マー■■ー■■

字

備
考

■

●

(注） 1
2
職権審盃事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 －

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の咳当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

一 ー

(鍛刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
姫路検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 リ

未 霊

す
る
率
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理 人 員 有罪 人 員

新 合旧 公 合 刑 合
不起訴維持 自 由 刑 金罰

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小 六六 二 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

１
１
Ｊノ

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪脈 疑 月 月 年 年 年

不
理
原
の

鮭な不 の 円 円 円
人

提 免
猶 な 末 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 貝 決 除 計 等 計子 分 廿雲 他 計 満 上 上 上 １
司
一
師し 上 下 下 下 計

起訴猟予
1 1‐

■

嫌疑不十分

嫌疑なし

罪とならず
I I I l I I I I I I I I l I I I I I I

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

１１１－

その他

計

備
考

己

｜ ・
職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には．有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
(注） １

２
(簸刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

神戸地裁管内
豊岡検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

■I■■■■■■■■■■■

起
検 察 庁 裁 判

未 錘

す
る
率
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新
△
ロ旧 公 合 合刑
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌嫌 罪 そ 小 六 六 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え

五
十

ﾉ1，二、

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

雛不 な の 両
。 円 円

人
提 免

る
も
の

万
円

猶 な 末 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決子 分 寸言 他 計 除 計 等 計し 満 上 上 上 上 計 下 下 下 計

起訴猶予

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
ＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌＩｌＩＩｌ

嫌疑不十分
’

、 Ⅱ ﾛ ﾛ ロ ﾛ l ロ ﾛ ﾛ 1 1 Ⅱ 』 ﾛ

ﾛ ロ ロ ロ ロ ﾛ ロ ロ ロ ロ ロ

嫌疑なし
、 Ⅱ I Ⅱ 、 I Ⅱ

1 1
二

罪とならず

I I I I I I

■

その仙

’
｜ ’ ｜ ’計

Ⅱ ロ ﾛ ロ ＆ Ⅱ

傭
考

■

●

●

〃

(注） 雁橘審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、－部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
１
２

(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

奈良地裁管内
集計表起訴相当事件等事後措置年報令和 6年第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 熟甚

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

今
ロ新

今
ロ旧 公 刑 合

不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小 六 六 三 小 十

十
五
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

一
一 五 三

五
十
万
円
以
下

、
０
Ｊ
〃
ｒ

済

訴 十
万

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 年月 月 年 年

訴処分
による区分

識不 な 円 円 円の
人

提 免円
以
下

猶 な 未 以 以 以 以

~卜 ら 以 以 以

受 受 計 起 員計 決 除 計 等 計予 分 ず 他 計 満 _上 上し 上 上 計 計下 下 下

起訴猶予

１

１
１ｔ １

１
，
」 １

１
，
』

22 I I I 1
嫌疑不十分

嫌疑なし

ＩｌｌｌｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩｌ今

罪とならず

、 1 1 1

その他

ご

■

■

ロ

Ⅱ

ユ

l

[1] １

１
１１ １

１
１ｔ

2 2 1 1 ’ 1
計

I

ロ

備
考

〆

(注） 1
2

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(最刑一）



【樫密性2】

(別紙様式第4）

奈良地裁管内
奈良検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

$脛

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総末
受理人員 有 罪 人 員処 理 人 員処理区分

新 刑 合旧
今
画 公 合
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
嫌起 嫌 罪 そ 、

１
Ｊノ 三 、

Ｉ
ｊＪ 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小六 六 二 五

済

十
万
・
円
以
下

訴 の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起脈処分
の理由による区分

雛左不 円 円 円の
人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等 計子 分 ず 他 計 満 上 上 上 上 計 計し 下 下 下

■ ■

起訴猶予

１

１
１Ｋ １

１
１ｔ １

１
１１

2 I 12 I I

嫌疑不十分 一

、 I I l l l I 1 I I l I I I I l l I I I I

嫌疑なし

罪とならず

｜ ’ ｜ ’ ｜ I ｜ ’ ｜ ’ ’ 1 ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ l l l l l
その他

１

１
１ｔ １

１
１ｔ １

１
１ｔ

2 2 1 1 1 I

計

b

傭
考

1 ．

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(注） (雌刑一）１
２



【機密性2】

(別紙様式第4）

奈良地裁管内
葛城検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 晶竪

す
る
率
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新旧
〈
画 公 合 合刑
不起訴維持 自 由 ，刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

Ｉ
ｊＪ 六

己
、

ユ
ク
グ 三

一

一 、
Ｉ
ＪＪ 五 十 十

‐
五
万
円
以
下

三

を
超
え

五
十

五
十
万
円
以
下

、
Ｉ
ｊ
Ｊ
ｒ

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 万 万 万と

罪訴 疑 月 月 年 年 年

雛な不 の 円 円 円人
提 免

る
も
の

万
円

猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

受 受 計 起 員計 決予 分 し ･ｵニ 他 計 除 計満 上 上 上 等 計上 計 下 下 下 計

起訴猶予
１１１１１１１１１１１１１１１１１１

嫌疑不十分
I I I I I I I 1 1

ﾛ ﾛ ﾛ

嫌疑なし
ロ ロ ロ 『 ロ ロ p H

■ ﾛ ﾛ

罪とならず
I 』 I I I I I I I I I I I

Ｉ
ｌ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｌ

Ⅱ
１

１
１

Ⅱ
１

１
８

■
日
■
Ⅱ

Ⅱ
■
０

■
■
■
日

日
■
Ⅱ

日
■
日

日
■
日

日
■
日

日
■
■

■
凸
日

■
日
日

日
廿
Ⅱ

■
■
■

日
日
Ⅱ

■
日
Ⅱ
■
日
日

I I l I I I l I I I l p l I I I I

その他

ｌｌｌｌｌｌｌ
Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

Ⅱ
■

Ｉ
■

Ⅱ
１

日
Ｉ

０
１

Ⅱ
ｌ

Ⅱ
１

１
Ⅱ

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’計

‐ I I I l I I l

I

備
考 ー

(注） 職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 ．
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の咳当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

１
２

(最刑一）



【撰密性2】

(別紙様式第4）

大瀧地裁管内
集計表令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

懇邉

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総未
有 罪 人 員受理人員 処理 人 員

新 合 刑
今
回旧

△
ロ公

金不起訴維持 自 由 刑 罰

所
起 嫌 嫌 罪 、

ｖ
ｊノ 六 六 三 、

Ｉ
Ｊノ 五 十 十

五
万
・
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小そ 二

済

十
万
円
以
下

訴 の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

雛な 円 円 円不 の
人

免提
猶 未な 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

1 1 1 1

受 受 員 除 計 等 計計 起 計 決寸遮 他 計 満 上 上 上 計 下 計子 分 し 上 下 下

起訴猶予

1 1 1

嫌疑不十分
■ h ■ ■ ■ ■

嫌疑なし

■ ■ ■ ■ B B ■ ■ ■ ■ ﾛ ■ ﾛ ﾛ ■ B p B ■ ■ ■ 且 ■ ■ ■ ■ ■ Ⅱ

罪とならず ロ ロ ロ

ﾛ ロ ﾛ ﾛ

その他

’ 1
計 ｌｌｌｌｌ

｜ ’

●

●１
一

鮒
考

今 q

午

(）を付し、内数として計上する。
有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、

内数と職権審査事件であったものについては、
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、

(鍍刑一）(注） １
２ 一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



【機密性2】

(別紙様式第4）

大津地裁管内

大津検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

妬モ未

す
る
難
件
の
併
合

同
一
彼
告
人
に
対

総
1 1

有 罪 人 員受理人員 処理 人 員

合新 合
△
ロ 刑旧 公

不起訴維持 自 由 刑
垂回

首り 金

所
嫌 嫌 罪 三 小 十 十 三

五
十
万
円
以
下

を
超
え

五
十

小起 そ 小 六 六 五二

済

五

十
万
円
以
下

訴 の

疑 と 万 万 万
罪訴 疑 月 月 年 年 年

万
円
以
下

雛な 円 円 円不 の
人

提 免る
猶 未な 以 以 以 以 万

十 ら 以 以 以
も

、 Ⅱ I Ⅱ l Ⅱ

受 員 決 除 計 韓受 計 起 計 計司遼 他 計 満 上 上 上 計 計予 分 し 上 下 下 下 円の

g lh ■ ■ J■ d B ■ ■ 己

起所猶予
1 1 U I I I I I l,

ＩｌｌｌｌＢ

■
■
■
■

ご
■
日
日
■

■
■
■
■

■
■
日
日
■

嫌疑不十分

1 1 1 I I I I I I I I I I l I I I I I I I

嫌疑なし

‘ 1 1‐ 1 ．

罪とならず
｡

＝

その仙

、I I I I O 1 I I I I R I I I 1 1 1 1 H 1

計

I l I l l l ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’
1 1

備
考

(）を付し．内数とし
有罪人員の該当欄に、

して計上する。 鍍刑一）職権審査事件であったものについては、
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、

(般刑一(注） １
２ [］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には‐同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。



【擬密性2】

(別紙様式第4）

大津地裁管内
彦根検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

鉦

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総未
受理人員 有 罪 人 員処 理 人 員

刑 合新 合 合公旧
不起脈維持 自 由 刑 罰 金

訴
嫌 罪 、

０
Ｊ
ノ 五

0

寸一

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小起 嫌 そ 小 六 六
一

一 三

済

十
万
円
以
下

訴 の
疑 と 万 万万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

雛な 円 円 円不 の
人

免提
猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以
ロ ロ 1 1

計 員 決 除 計 等 計受 受 計 起 分 ず 他 満 上 上 上 上 計 下 下 下 曇L
pU予 し 計

I l I l I l l I I I I I 1 1 1 1 1

起所猶予

q ■ ﾛ ■ ■ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ■ Ⅱ

嫌疑不十分
け

■

嫌疑なし

罪とならず
I l I l I I I I 1 1 1

その他

I I I I I l 』 1 I I I I I I ‐

計

1 ， －－－1 1 1 1 1

、 ： ． ． 、
●

③

■

■

■

■

■

■

■

■

1

備
考

－

I

●

廠稽審蚕事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の骸当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(鍛刑一）(注） １
２



【機密性2】

(別紙様式第4）

大津地裁管内
長浜検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

霊 同す 総未
受理人員 処理 人 員 有 罪 人 員処理区分

新 合 合
今
画 刑旧 公 ロ

不起訴維持 自 由 刑 金 一る罰

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊ
ノ
． 六 六 十 三 を

超
え

五
十

、
９
Ｊノ三 小 五

十
五
万
円
以
下

五
十
万
・
円
以
下

二

事
件
の
併
合

被
告
人
に
対

済

十
万
円
以
下

脈 の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

議不 な
面
聾 円

一
ｍ
■の

人
提 免る
猶 な

■

木 以 以 以 以 万

十 ら 以 以 以
も

■

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等 計分 ず 他 計 満 上 上 上 上 計 計子 し 下 下 下 円の

起訴猶予

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ‐｜ I ｜ ’ ｜

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ． ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ．’ ｜ lI l l l l l l
嫌疑不十分 I ’ Ⅱ 0 1

嫌疑なし

、 Ⅱ ﾛ ﾛ B n I ロ ﾛ ロ ﾛ Ⅱ 1 ﾛ ﾛ B 、 B E I f

罪とならず

その他

計

G

寺

●

？

備
考

職権審査聯件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部耕行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(注） (最刑一）１
２



【機密性2】

(別紙様式第4）

和歌山地裁管内
集計表起訴相当事件等事後措置年報令和 6年第4表

起
検 察 庁 裁 判

末 鉦

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新 合旧 公
今
ロ 刑 今

ロ
、

不起訴維持 自 由 刑
函
別 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 、

１
Ｊノ 六 六 二 三 、

１
Ｊ
ノ 五 十

十
五
万
円
以
下

を
超
え
る
も

五
十
万

、
１
Ｊノ三

五
十
万
円
以
下

一

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 年月 月 年 年

原不起訴処分
の理由による区分

議不 な の 円 円 円人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以以

､ 、 I I I I l

受 受 起計 計 員 決予 分 ず 他 計 除 計 等し 満 上 上 上 上 計 計下 下 下 計円の

■ ■ ■ ■

起訴猶予
ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

2’ 1 1 I I
嫌疑不十分 ｡

■■■■■■■■

I Ⅱ ロ ロ I 夕 I Ⅱ n I U q l ﾛ ﾛ U l U B

嫌疑なし

、 ロ ロ ロ ロ ロ ロ 1 11 ロ 1 1ト ロ ロ ﾛ ロ

罪とならず
、 Ⅱ Ⅱ 】 1 0 Ⅱ 1

■ ■ ■

その他

1 Ｉ 2 1 1 1

計
■ ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ﾛ ﾛ ■ ■

8 ‐

備
考

職権審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。 －
全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。

(注） 1
2

(最刑一）



【樋密性2】

(別紙様式第4）

和歌山地裁管内
和歌山検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 錘

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新
今
ロ旧 公 合 刑 合
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 罪嫌 そ 、

Ｉ
ｊＪ 六

『

、

ニ

ノ 三 小 玉

十
五
万
円
以
下

一
一 十 三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万 万 万

罪訴 疑 月 月 年 年 年

鑑左不 の 円 円 円人
提 免
猶 な 末 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等子 分 子 他 計 満 上 計し 上 上 上 計 下 下 下 計
ロ ， ロ ロ ロ ロ ロ

起訴猶予

I 2 1 I I

嫌疑不十分

1 1 ！ Ⅱ ｜

嫌疑なし

罪とならず

その仙

■ ■ ■

】I 2 1 1 I

計

少 I I l I l I I

I ， 、

備
考 ■

Ⅱ

(注） 職擢審査事件であったものについては、 （）を付し、内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し．一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。
１
２

(最刑一）



【機密性2】

(別紙様式第4）

和歌山地裁管内

田辺検察審査会令和 6年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 霊

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 員

新 合旧 公 合 刑 合
不起所維持 自 由 刑 罰 金

脈
嫌起 嫌 罪 そ 、

Ｉ
ｊＪ 六

“

、
芸
〃 二 三 小 五 十

十
五
万
円
以
下

三

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

、
２
Ｊノ

済

訴

十
万
円
以
下、

の趾

疑 と 万 万 万
罪訴 疑 月 年月 年 年

諺不 な
一
ｍ
崖 円 円の

人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以

十 ら 以 以 以

受 受 計 起 計 員 決分 除 計 等 計子 寸言 他 計 満し 上 上 上 上 計 下 下 下 計

起訴猶予
1 ．

嫌疑不十分

嫌疑なし
B

ロ I ﾛ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ﾛ ロ K E 、 ロ ロ ロ E寺

罪とならず

1 1 1 1 1 1 ‐ 1 1
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(注） 1職横審壷事件であったものについては、 （）を付し、内数として計~上する。 (簸刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には、有罪人員の該当欄に、 ［］を付し、一部執行猶予の言渡しがあった場合には、同欄に《》を付し、それぞれ内数として計上する。


